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議案第１２号  

上尾市上平地区複合施設検討委員会条例の制定について  

上尾市上平地区複合施設検討委員会条例を次のように定める。  

  平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市上平地区複合施設検討委員会条例  

（設置）  

第１条  本市における上平地区複合施設（次条において「施設」という。）

の整備に関し、その基本的事項を審議するため、上尾市上平地区複合施設

検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条  委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市

長に答申する。  

(1 ) 施設の機能に関すること。  

(2 ) 施設の基本構想に関すること。  

(3 ) その他施設の整備に関すること。  

（組織）  

第３条  委員会は、委員１０人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

(1 ) 市議会の議員  ４人以内  

(2 ) 識見を有する者  ４人以内   

(3 ) 広く市政に関し知識又は経験を有する市民  ２人以内  

（委員の任期）  

第４条  委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する答申が行われた日の

属する年度の３月３１日までとする。  

２  委員は、委嘱された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。  

（委員長及び副委員長）  

第５条  委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれ

を定める。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を
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代理する。  

（会議）  

第６条  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

（関係者の会議への出席等）  

第７条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

（庶務）  

第８条  委員会の庶務は、行政経営部において処理する。  

（委任）  

第９条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２第１３号の２の次に次の１号を加える。  

  ( 13 )の３  上平地区複合施設検討委員会委員  

  別表第１の１３の２の項の次に次のように加える。  

１３  

の３  

上平地区複合施設検討委員会  

 委員長  

 委員  

 

日額  １６，０００円  

日額  １５，０００円  

（この条例の失効）  

３  この条例は、第２条に規定する答申が行われた日の属する年度の３月３

１日限り、その効力を失う。  
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提案理由  

本市における上平地区複合施設の整備に関し、その基本的事項を審議す

るため、上尾市上平地区複合施設検討委員会を設置したいので、この案を

提出する。  
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議案第１３号  

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。  

  平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する

条例  

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年上尾市条例

第１５号）の一部を次のように改正する。  

第８条に次の１項を加える。  

３  前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間

における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。  

第１４条第２項第７号中｢親｣の次に｢（当該子について民法第８１７条の

２第１項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合

に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第２７条第１

項第３号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規定

する養子縁組里親である者若しくは同条第１号に規定する養育里親である者

（同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として委託することができな

い者に限る。）を含む。）｣を加える。  

   附  則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１４条第２項

第７号の改正規定は、公布の日から施行する。  
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提案理由  

 国家公務員における制度改正に準じて、時間外勤務を命ずることができ

る上限を定めることができるようにするなど所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。  
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議案第１４号  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

                                  上尾市長   畠  山   稔  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

別表第１の５の項及び５の２の項を次のように改める。  

５  農業委員会  

 会長  

 

 

 

 会長代理  

 

 

 

 委員  

 

(1 ) 月額  ５３，０００円  

(2 ) 前号に掲げるもののほか、農地等の利

用の最適化に係る活動及び成果の実績に

応じ、市長が定める額  

(1 ) 月額  ４４，０００円  

(2 ) 前号に掲げるもののほか、農地等の利

用の最適化に係る活動及び成果の実績に

応じ、市長が定める額  

(1 ) 月額  ４２，０００円  

(2 ) 前号に掲げるもののほか、農地等の利

用の最適化に係る活動及び成果の実績に

応じ、市長が定める額  

５の２  農地利用最適

化推進委員  

(1 ) 月額  ４２，０００円  

(2 ) 前号に掲げるもののほか、農地等の利

用の最適化に係る活動及び成果の実績に

応じ、市長が定める額  

附  則  

 この条例は、平成３１年４月３日から施行する。  
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提案理由  

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に対し、農地等の利用の

最適化に係る活動及び成果の実績に応じた報酬を追加したいので、この案

を提出する。  
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議案第１５号  

手数料及び使用料の額の適正化を図るための関係条例の整備に関する

条例の制定について  

手数料及び使用料の額の適正化を図るための関係条例の整備に関する条例

を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

手数料及び使用料の額の適正化を図るための関係条例の整備に関する

条例  

（上尾市税条例の一部改正）  

第１条  上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。  

第９１条第８項中「１５０円」を「２００円」に改める。  

（行政財産の使用料に関する条例の一部改正）  

第２条  行政財産の使用料に関する条例（昭和４５年上尾市条例第２７号）

の一部を次のように改正する。  

別表備考第１号中「１，０００円」を「１，５００円」に改める。  

（上尾市都市公園条例の一部改正）  

第３条  上尾市都市公園条例（昭和４８年上尾市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。  

別表第３を次のように改める。  

別表第３（第１４条関係）  

第３条第１項各号に掲げる行為の許可による使用料  

行為の種類  単位  期間  金額  

第３条第１項第１号及び第

３号から第５号までに掲げ

る行為  

１平方メートル  １２時間

につき  

１２円  

第３条第１項第２号に掲げ

る行為のうち写真の撮影  

撮影機１台  同上  １５０円  

第３条第１項第２号に掲げ 同上  １時間に ４，５００円  
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る行為のうち映画の撮影  つき  
    

別表第４ ( 2 )アの表野球場の部中「土曜日・日曜日」を「日曜日・土曜

日」に改め、同表 ( 2 )アの表附属設備の部会議室の項を次のように改める。  

会議室  一室  ７００円  ９５０円  ７００円  

別表第４ ( 2 )アの表備考第７号の表中「土曜日・日曜日」を「日曜日・土

曜日」に改める。  

別表第４ ( 2 )イの表中「１面１時間につき」を「１時間につき」に改め、

同表 ( 2 )イの表庭球場の部中「庭球場」の次に「（１面につき）」を加え、

同表 ( 2 )イの表附属設備の項を次のように改める。  

附属設備  照明設備（１面につき）  ６００円  

会議室  ２００円  

（上尾市下水道条例の一部改正）  

第４条  上尾市下水道条例（昭和５０年上尾市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。  

第８条の２３第１項第３号及び第４号中「２，０００円」を「３，００

０円」に改める。  

（上尾市コミュニティセンター条例の一部改正）  

第５条  上尾市コミュニティセンター条例（昭和５８年上尾市条例第５号）

の一部を次のように改正する。  

別表ホールの項からアトリエの項までを次のように改める。  

ホール  平日  4,700 7,000 10,300 22,000 

日 曜 日 ・

土 曜 日 ・

休日  

6,100 9,100 13,200 28,400 

第一集会室  850 1,100 1,100 3,050 

第二集会室  1,100 1,500 1,500 4,100 

第三集会室  650 900 900 2,450 

第四集会室  600 750 750 2,100 

第一楽屋  200 350 350 900 

第二楽屋  200 200 200 600 
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音楽室  1,200 1,600 1,600 4,400 

視聴覚室  1,700 2,300 2,300 6,300 

調理室  500 700 700 1,900 

茶室  300 400 400 1,100 

和室１  450 600 600 1,650 

和室２  200 300 300 800 

和室３  200 300 300 800 

アトリエ  700 950 950 2,600 

別表備考第２号中「使用料」の次に「の額」を加え、同号の表を次のよ

うに改める。  

利用区分  午前  午後  夜間  

平日  3,000 円  4,900 円  7,200 円  

日曜日・土曜日・休日  3,000 円  6,300 円  7,800 円  

別表備考第５号を次のように改める。  

５  施設等（楽屋並びに附属設備及び備品を除く。以下この号において

同じ。）の利用が第１号に定める時間を超過した場合は、超過使用料

を徴収する。この場合において、徴収する超過使用料の額は、正午か

ら午後１時までの間に施設等を利用する場合にあってはこの表に定め

る施設等の午前の使用料の額（第７号又は第８号の規定が適用される

場合にあっては、それらの規定を適用した額）又は第２号の表に定め

るホールの午前の使用料の額（第８号の規定が適用される場合にあっ

ては、当該規定を適用した額）、午後５時から午後６時までの間に施

設等を利用する場合にあってはこの表に定める施設等の午後の使用料

の額（第７号又は第８号の規定が適用される場合にあっては、それら

の規定を適用した額）又は第２号の表に定めるホールの午後の使用料

の額（第８号の規定が適用される場合にあっては、当該規定を適用し

た額）のそれぞれ１時間分に相当する額に１３０パーセントを乗じて

得た額（１００円未満の端数は、切り捨てるものとする。）とする。  

別表備考第６号中「、午後と夜間又は全日」を「又は午後と夜間」に、

「６時」を「午後６時」に改め、同表備考第７号中「利用者」を「利用権
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利者」に、「。以下」を「をいう。以下この号において」に改め、「使用

料」の次に「の額」を加え、「切上げ」を「切り上げるもの」に改め、同

号 ( 2 )中「未満」を「以下」に改め、同号 ( 3 )中「１，０００円」を「１，０

０１円」に改め、同表備考第８号中「の利用」を「が利用する場合」に改

め、「場合」の次に「の使用料の額」を、「使用料」の次に「の額」を加

え、同表備考第９号を削り、同表備考第１０号を同表備考第９号とする。  

（上尾市立公民館条例の一部改正）  

第６条  上尾市立公民館条例（昭和６０年上尾市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。  

別表第２上尾市立上尾公民館の部から上尾市立大谷公民館の部までを次

のように改める。  

上尾市立

上尾公民

館  

講座室 401 900 1,000   1,000 2,900 

講座室 402 750 900   850 2,500 

講座室 403 350 450   350 1,150 

講座室 501 750 900   900 2,550 

講座室 502 350 450   350 1,150 

講座室 503 750 900   900 2,550 

和室  400 550   400 1,350 

調理室  800 1,000   800 2,600 

上尾市立

上平公民

館  

講座室１  250 350   350 950 

講座室２  250 350   350 950 

和室１  400 550   550 1,500 

和室２  300 400   400 1,100 

調理室  500 700   700 1,900 

会議室  250 350   350 950 

集会室兼体育

室  

2,400  2,400 2,400 3,100 10,300 

体育室

個人開

放  

一般・

学生  

150  150 150 150  

児童・ 70  70 70 70  
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生徒  

陶芸窯  １回 2,700 

上尾市立

平方公民

館及び上

尾市立原

市公民館  

講座室１  600 750   900 2,250 

講座室２  350 450   450 1,250 

和室１  400 550   550 1,500 

和室２  250 300   300 850 

調理室  500 700   700 1,900 

集会室兼体育

室  

1,600  1,600 1,600 2,100 6,900 

体育室

個人開

放  

一般・

学生  

150  150 150 150  

児童・

生徒  

70  70 70 70  

上尾市立

大石公民

館  

講座室１  600 750   900 2,250 

講座室２  350 450   450 1,250 

和室１  400 550   550 1,500 

和室２  300 450   450 1,200 

調理室  750 900   1,000 2,650 

多目的室  750 900   1,000 2,650 

集会室兼体育

室  

2,400  2,400 2,400 3,100 10,300 

体育室

個人開

放  

一般・

学生  

150  150 150 150  

児童・

生徒  

70  70 70 70  

陶芸窯  １回 2,700 

上尾市立

大谷公民

館  

講座室１  600 750   900 2,250 

講座室２  350 450   450 1,250 

和室１  400 550   550 1,500 

和室２  400 550   550 1,500 
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調理室  750 900   1,000 2,650 

工作室  400 500   500 1,400 

集会室兼体育

室  

2,400  2,400 2,400 3,100 10,300 

体育室

個人開

放  

一般・

学生  

150  150 150 150  

児童・

生徒  

70  70 70 70  

 陶芸窯  １回 2,700 

（上尾市図書館瓦葺分館集会室使用に関する条例の一部改正）  

第７条  上尾市図書館瓦葺分館集会室使用に関する条例（昭和６２年上尾市

条例第５号）の一部を次のように改正する。  

別表集会室１の項及び集会室２の項を次のように改める。  

集会室１  250 350 350 950 

集会室２  250 350 350 950 

（上尾市自然学習館条例の一部改正）  

第８条  上尾市自然学習館条例（平成１１年上尾市条例第２８号）の一部を

次のように改正する。  

第３条第２項中「第１３条」を「第１６条」に改める。  

第１６条を第１９条とし、第１１条から第１５条までを３条ずつ繰り下

る。  

第１０条中「前条第１項」を「第９条第１項」に改め、同条を第１３条

とし、第９条の次に次の３条を加える。  

（使用料）  

第１０条  利用権利者は、第６条第１項の規定による利用の許可を受ける

際に、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。  

（使用料の減免）  

第１１条  市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額

し、又は免除することができる。  

（使用料の還付）  

第１２条  既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに
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該当する場合は、その全部又は一部を還付する。  

( 1 ) 学習館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消し

たとき。  

( 2 ) 利用権利者の責めに帰すことができない理由により、学習館を利用

することができないとき。  

附則の次に次の別表を加える。  

別表（第１０条関係）  

区分  使用料の額  

午前  午後  夜間  

工作実験室  650円  850円  －  

多目的室１  450円  600円  450円  

多目的室２  450円  600円  450円  

備考  午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時

まで、夜間とは午後６時から午後９時までをいう。  

（上尾市民農園条例の一部改正）  

第９条  上尾市民農園条例（平成１１年上尾市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。  

別表を次のように改める。  

別表（第９条関係）  

施設の名称  使用料（年額）  

農園  １平方メートルにつき      400 円  

備考  利用期間が１年に満たないときは、月割により計算するもの  

とする。この場合において、利用期間が１月に満たないとき、又  

は利用期間に１月未満の端数があるときは、その１月に満たない  

期間又はその端数を１月として計算するものとする。  

（上尾市手数料徴収条例の一部改正）  

第１０条  上尾市手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。  

別表２の項から３の４の項まで、５の項及び６の項中「１５０円」を

「２００円」に改め、同表７の項から９の２の項までの規定中「１００

円」を「１５０円」に改め、同表９の３の項中「１５０円」を「２００



- 15 - 

円」に改め、同表９の４の項中「１００円」を「１５０円」に改め、同項

の次に次のように加える。  

９の５  独身証明書の交付手数料  １件につき  １５０円  

９の６  戸籍又は戸籍の附票の廃棄に関す

る証明書の交付手数料  

１件につき  １５０円  

別表１０の項及び１２の項中「１５０円」を「２００円」に改め、同表

１３の項中「２００円」を「３００円」に改め、同表１４の項中「１５０

円」を「２００円」に改め、同表１５の項中「１００円」を「１５０円」

に改め、同表１６の項及び１７の項中「１５０円」を「２００円」に改め、

同表に次のように加える。  

２７  固定資産税に関するその他の証明手

数料  

１件につき  １５０円  

２８  農用地に関する証明手数料  １件につき  １５０円  

（上尾市バーベキュー場条例の一部改正）  

第１１条  上尾市バーベキュー場条例（平成１３年上尾市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。  

第２条第３項中「第１１条」を「第１４条」に改める。  

第１４条を第１７条とし、第９条から第１３条までを３条ずつ繰り下げ

る。  

第８条中「前条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条を第１１条と

し、第７条の次に次の３条を加える。  

（使用料）  

第８条  利用権利者は、第４条第１項の規定による利用の許可を受ける際

に、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。  

（使用料の減免）  

第９条  市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、

又は免除することができる。  

（使用料の還付）  

第１０条  既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、その全部又は一部を還付する。  

( 1 ) バーベキュー場の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を
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取り消したとき。  

( 2 ) 利用権利者の責めに帰すことができない理由により、バーベキュー

場を利用することができないとき。  

附則の次に次の別表を加える。  

別表（第８条関係）  

区分  使用料の額  

かまど  １回につき  ５５０円  

バンガロー  １回につき  ５５０円  

（イコス上尾条例の一部改正）  

第１２条  イコス上尾条例（平成１４年上尾市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。  

別表を次のように改める。  

別表（第１０条関係）  

施設等の区分  使用料の額  

午前  午後  夜間  全日  

ホール  平日  3,800円  5,600円  8,200円  17,600円  

日曜日・土

曜日・休日  

4,900円  7,200円  10,500円  22,600円  

リフレッシュルーム  2,100円  2,900円  2,900円  7,900円  

研修室  900円  1,100円  1,100円  3,100円  

音楽室兼大会議室  900円  1,200円  1,200円  3,300円  

中会議室  750円  1,000円  1,000円  2,750円  

和室  450円  600円  600円  1,650円  

屋外ステージ  650円  850円  850円  2,350円  

附属設備  規則で定める額  

備考  

１  午前とは午前９時から正午まで、午後とは午後１時から午後５時

まで、夜間とは午後６時から午後１０時まで、全日とは午前９時か

ら午後１０時までをいう。  

２  ホールの利用に先立ち、準備又は練習のための利用に係るホール
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の使用料の額は、次の表のとおりとする。  

区  分  午前  午後  夜間  

平日  2,600 円  3,900 円  5,700 円  

日曜日・土曜日・休日  3,400 円  5,000 円  7,300 円  

３  平日とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。  

４  施設等（附属設備を除く。以下同じ。）の利用が第１号に定める

時間を超過した場合は、超過使用料を徴収する。この場合において、

徴収する超過使用料の額は、正午から午後１時までの間に施設等を

利用する場合にあってはこの表に定める施設等の午前の使用料の額

（第６号から第８号までの規定が適用される場合にあっては、それ

らの規定を適用した額）又は第２号の表に定めるホールの午前の使

用料の額（第８号の規定が適用される場合にあっては、当該規定を

適用した額）、午後５時から午後６時までの間に施設等を利用する

場合にあってはこの表に定める施設等の午後の使用料の額（第６号

から第８号までの規定が適用される場合にあっては、それらの規定

を適用した額）又は第２号の表に定めるホールの午後の使用料の額

（第８号の規定が適用される場合にあっては、当該規定を適用した

額）のそれぞれ１時間分に相当する額に１３０パーセントを乗じて

得た額（１００円未満の端数は、切り捨てるものとする。）とする。  

５  前号の規定にかかわらず午前と午後又は午後と夜間にわたって利

用する場合の正午から午後１時まで又は午後５時から午後６時まで

の利用に係る使用料は、徴収しない。  

６  ホール又は屋外ステージを利用する場合（第２号に規定する場合

を除く。）において、利用権利者が入場料（名称のいかんを問わず、

入 場 者 か ら 徴 収 する 入 場 の 対 価 を いう 。 以 下 こ の 号 にお い て 同

じ。）を徴収するときの使用料の額は、この表に定めるホール又は

屋外ステージの使用料の額に次に定める率を乗じて得た額（１００

円未満の端数は、切り上げるものとする。）とする。  

( 1 ) 入場料が５００円未満のとき  １３０パーセント  

( 2 ) 入場料が５００円以上１，０００円以下のとき  １５０パーセ

ント  
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( 3 ) 入場料が１，００１円以上のとき  ２００パーセント  

７  施設等を営利を目的として利用する場合（前号の規定が適用され

るときを除く。）の使用料の額は、この表に定める施設等の使用料

の額に２００パーセントを乗じて得た額とする。  

８  施設等を市民（市内に住所を有する者及び市内に在勤し、又は在

学する者をいう。以下同じ。）以外の者が利用する場合又は市民以

外の者を主たる対象として利用する場合の使用料の額は、この表又

は第２号の表に定める施設等の使用料の額（前２号の規定が適用さ

れる場合にあっては、当該規定を適用した額）に２００パーセント

を乗じて得た額とする。  

（上尾市文化センター条例の一部改正）  

第１３条  上尾市文化センター条例（平成１５年上尾市条例第２８号）の一

部を次のように改正する。  

別表大ホールの項から第２リハーサル室の項までを次のように改める。  

大ホー

ル  

平日  17,200円  26,000円  32,200円  75,400円  

日曜日・土

曜日・休日  

22,300円  34,000円  41,800円  98,100円  

中ホー

ル  

平日  11,200円  19,500円  24,100円  54,800円  

日曜日・土

曜日・休日  

13,500円  25,500円  31,300円  70,300円  

小ホー

ル  

平日  2,600円  3,900円  4,800円  11,300円  

日曜日・土

曜日・休日  

3,300円  5,100円  6,200円  14,600円  

101多目的室  3,000円  3,500円  3,500円  10,000円  

201集会室  3,000円  3,500円  3,500円  10,000円  

202集会室  1,200円  1,400円  1,400円  4,000円  

203集会室  900円  1,100円  1,100円  3,100円  

204集会室  950円  1,100円  1,100円  3,150円  

205多目的室  1,400円  1,700円  1,700円  4,800円  

301集会室  3,000円  3,500円  3,500円  10,000円  
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302集会室  1,200円  1,400円  1,400円  4,000円  

303集会室  650円  750円  750円  2,150円  

304集会室  1,200円  1,400円  1,400円  4,000円  

305集会室  650円  750円  750円  2,150円  

505集会室  650円  750円  750円  2,150円  

第１楽屋  250円  250円  250円  750円  

第２楽屋  250円  250円  250円  750円  

第３楽屋  500円  500円  500円  1,500円  

第４楽屋  250円  500円  500円  1,250円  

第５楽屋  500円  500円  500円  1,500円  

第１リハーサル室  1,500円  2,000円  2,000円  5,500円  

第２リハーサル室  750円  750円  750円  2,250円  

別表ホワイエ（展示場として利用する場合に限る。）の項中「１０，０

００円」を「１１，１００円」に、「１７，０００円」及び「２２，００

０円」を「１３，０００円」に、「４４，０００円」を「３７，１００

円」に改める。  

別表備考第４号を次のように改める。  

４  施設等（楽屋及び附属設備を除く。以下この号において同じ。）

の利用が前号に定める時間を超過した場合は、超過使用料を徴収す

る。この場合において、徴収する超過使用料の額は、正午から午後

１時までの間に施設等を利用する場合にあってはこの表に定める施

設等の午前の使用料の額（第７号から第１０号までの規定が適用さ

れる場合にあっては、それらの規定を適用した額）又は第６号の表

に定めるホールの午前の使用料の額（第７号又は第１０号の規定が

適用される場合にあっては、それらの規定を適用した額）、午後４

時３０分から午後５時３０分までの間に施設等を利用する場合にあ

ってはこの表に定める施設等の午後の使用料の額（第７号から第１

０号までの規定が適用される場合にあっては、それらの規定を適用

した額）又は第６号の表に定めるホールの午後の使用料の額（第７

号又は第１０号の規定が適用される場合にあっては、それらの規定
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を適用した額）のそれぞれ１時間分に相当する額に１３０パーセン

トを乗じて得た額（１００円未満の端数は、切り捨てるものとす

る。）とする。  

別表備考中第６号及び第７号を削り、第５号を第７号とし、第４号の次

に次の２号を加える。  

５  前号の規定にかかわらず午前と午後又は午後と夜間にわたって利

用する場合の正午から午後１時まで又は午後４時３０分から午後５

時３０分までの利用に係る使用料は、徴収しない。  

６  ホールの利用に先立ち、準備又は練習のための利用に係るホール

の使用料の額は、次の表のとおりとする。  

施設等の区分  午前  午後  夜間  

大ホール  平日  6,700 円  12,700 円  16,500 円  

日曜日・

土曜日・

休日  

6,700 円  12,700 円  16,500 円  

中ホール  平日  6,700 円  12,700 円  16,500 円  

日曜日・

土曜日・

休日  

6,700 円  12,700 円  16,500 円  

小ホール  平日  1,500 円  2,700 円  3,300 円  

日曜日・

土曜日・

休日  

1,500 円  3,100 円  3,900 円  

別表備考第８号中「前２号」を「第６号」に、「利用者」を「利用権利

者」に改め、「以下」の次に「この号において」を、「得た額」の次に

「（１００円未満の端数は、切り上げるものとする。）」を加え、同号 ( 2 )

中「未満」を「以下」に改め、同号 ( 3 )中「１，０００円」を「１，００１

円」に改め、同表備考第９号中「附属設備を除く」の次に「。以下この号

において同じ」を加え、同表備考第１０号中「この表」の次に「又は第６

号の表」を加え、「第４号から前号まで」を「前３号」に改める。  

（上尾市斎場条例の一部改正）  
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第１４条  上尾市斎場条例（平成１５年上尾市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。  

別表１ ( 1 )の表火葬炉の部を次のように改める。  

火葬炉  １５歳以上の

遺体  

１体につき  7,000円  １体につき  61,900円  

１５歳未満の

遺体  

１体につき  3,500円  １体につき  30,900円  

死胎  １胎につき  1,800円  １胎につき  15,400円  

改葬  １体又は１胎につき  

3,500円  

１体又は１胎につき  

30,900円  

身体の一部  １個又は１包につき  

1,800円  

１個又は１包につき  

15,400円  

別表１ ( 1 )の表待合室の項中「３，０００円」を「２，３００円」に、

「６，０００円」を「４，６００円」に改め、同表備考中「利用者」を

「利用権利者」に改める。  

別表２の表第１式場の部から第３式場の部までを次のように改める。  

第１式場  午後４時から午後９

時まで  

23,100円  46,200円  

午後９時から翌日の

午前９時まで  

13,900円  27,800円  

午前９時から午後３

時まで  

27,800円  55,600円  

第２式場  午後４時から午後９

時まで  

24,800円  49,600円  

午後９時から翌日の

午前９時まで  

15,000円  30,000円  

午前９時から午後３

時まで  

29,800円  59,600円  

第３式場  午後４時から午後９

時まで  

42,600円  85,200円  
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午後９時から翌日の

午前９時まで  

25,600円  51,200円  

午前９時から午後３

時まで  

51,300円  102,600円  
 

別表２の表備考第１号中「利用者」を「利用権利者」に改める。  

（上尾市平方スポーツ広場条例の一部改正）  

第１５条  上尾市平方スポーツ広場条例（平成１７年上尾市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。  

別表使用料の額の欄を次のように改める。  

使用料の額  

午前１  午前２  午後  

1,500円  1,500円  1,500円  

750円   750円   750円  

 900円   900円   900円  

 450円   450円   450円  

 600円   600円   600円  

 300円   300円   300円  

別表備考第３号中「。以下同じ」を削り、「使用料は」を「使用料の額

は」に改め、同表備考第４号中「をいう」の次に「。以下この号において

同じ」を、「ときの使用料」の次に「の額」を加え、同表備考第４号中

「利用者」を「利用権利者」に改める。  

（上尾市平方野球場条例の一部改正）  

第１６条  上尾市平方野球場条例（平成１７年上尾市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。  

別表使用料の額の欄を次のように改める。  

使用料の額  

午前１  午前２  午後  

1,500円  1,500円  1,500円  

750円  750円  750円  

別表備考第３号中「。以下同じ」を削り、「使用料は」を「使用料の額
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は」に改め、同表備考第４号中「をいう」の次に「。以下この号において

同じ」を、「ときの使用料」の次に「の額」を加え、同表備考第４号中

「利用者」を「利用権利者」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

( 1 ) 第２条、第３条中上尾市都市公園条例別表第３の改正規定及び第１４

条並びに附則第３項、第４項及び第１７項の規定  公布の日  

( 2 ) 第５条、第１２条及び第１３条（次号に掲げる改正規定を除く。）並

びに附則第７項、第１４項及び第１５項の規定  平成３１年９月１日  

( 3 ) 第１３条中上尾市文化センター条例別表ホワイエ（展示場として利用

する場合に限る。）の項の改正規定及び附則第１６項の規定  平成３２

年１月１日  

( 4 ) 第３条（第１号に掲げる改正規定を除く。）、第６条から第９条まで、

第１１条、第１５条及び第１６条並びに附則第５項、第８項から第１１

項まで、第１３項、第１８項及び第１９項の規定  平成３２年２月１日  

（上尾市税条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市税条例第９１条第８項の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同項の規定により届

け出る場合の同条第１項又は第２項の標識の弁償金の額について適用し、

施行日前に第１条の規定による改正前の同条第８項の規定により届け出る

場合の同条第１項又は第２項の標識の弁償金の額については、なお従前の

例による。  

（行政財産の使用料に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  第２条の規定による改正後の行政財産の使用料に関する条例別表備考第

１号の規定は、施行日前に土地又は建物の一部に自動販売機を設置し、施

行日以後に当該自動販売機が引き続き設置されている場合及び施行日以後

に土地又は建物の一部に自動販売機を設置する場合の施行日の属する月以

後の月分に係る使用料の額について適用し、施行日前に土地又は建物の一

部に自動販売機を設置する場合の施行日の属する月前の月分に係る使用料



- 24 - 

の額については、なお従前の例による。  

（上尾市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  第３条の規定による改正後の上尾市都市公園条例別表第３の規定は、施

行日以後に同条例第３条第１項各号に掲げる行為をする場合の使用料の額

について適用し、施行日前に同項各号に掲げる行為をする場合の使用料の

額については、なお従前の例による。  

５  第３条の規定による改正後の上尾市都市公園条例別表第４ ( 2 )アの表及び

イの表の規定は、施行日以後の上平公園野球場の会議室及び上平公園庭球

場の会議室の利用に係る使用料の額について適用し、施行日前の上平公園

野球場の会議室及び上平公園庭球場の会議室の利用に係る使用料の額につ

いては、なお従前の例による。  

（上尾市下水道条例の一部改正に伴う経過措置）  

６  第４条の規定による改正後の上尾市下水道条例第８条の２３第１項第３

号及び第４号の規定は、施行日以後に責任技術者の登録又は登録の更新の

申請を行う場合の当該申請に係る手数料の額について適用し、施行日前に

責任技術者の登録又は登録の更新の申請を行う場合の当該申請に係る手数

料の額については、なお従前の例による。  

（上尾市コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置）  

７  第５条の規定による改正後の上尾市コミュニティセンター条例別表の規

定は、施行日以後の上尾市コミュニティセンターの施設の利用に係る使用

料の額について適用し、施行日前の上尾市コミュニティセンターの施設の

利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。  

（上尾市立公民館条例の一部改正に伴う経過措置）  

８  第６条の規定による改正後の上尾市立公民館条例別表第２の規定は、施

行日以後の上尾市立公民館の利用に係る使用料の額について適用し、施行

日前の上尾市立公民館の利用に係る使用料の額については、なお従前の例

による。  

（上尾市図書館瓦葺分館集会室使用に関する条例の一部改正に伴う経過措

置）  

９  第７条の規定による改正後の上尾市図書館瓦葺分館集会室使用に関する

条例別表の規定は、施行日以後の上尾市図書館瓦葺分館集会室の利用に係
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る使用料の額について適用し、施行日前の上尾市図書館瓦葺分館集会室の

利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。  

（上尾市自然学習館条例の一部改正に伴う経過措置）  

１０  第８条の規定による改正後の上尾市自然学習館条例の規定は、施行日

以後の上尾市自然学習館の工作実験室及び多目的室の利用から適用する。  

（上尾市民農園条例の一部改正に伴う経過措置）  

１１  第９条の規定による改正後の上尾市民農園条例別表の規定は、施行日

以後の上尾市民農園の利用に係る使用料の額について適用し、施行日前の

上尾市民農園の利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。  

（上尾市手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置）  

１２  第１０条の規定による改正後の上尾市手数料徴収条例別表の規定は、

施行日以後の申請、申出又は請求に係る手数料の額について適用し、施行

日前の申請、申出又は請求に係る手数料の額については、なお従前の例に

よる。  

（上尾市バーベキュー場条例の一部改正に伴う経過措置）  

１３  第１１条の規定による改正後の上尾市バーベキュー場条例の規定は、

施行日以後の上尾市バーベキュー場の利用から適用する。  

（イコス上尾条例の一部改正に伴う経過措置）   

１４  第１２条の規定による改正後のイコス上尾条例別表の規定は、施行日

以後のイコス上尾の施設等（同条例第２条第１号に規定する施設等をいう。

以下この項において同じ。）の利用に係る使用料の額について適用し、施

行日前のイコス上尾の施設等の利用に係る使用料の額については、なお従

前の例による。  

（上尾市文化センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

１５  第１３条の規定による改正後の上尾市文化センター条例別表の規定は、

施行日以後の上尾市文化センターのホール、多目的室、集会室、リハーサ

ル室及び楽屋（以下この項において「ホール等」という。）の利用に係る

使用料の額について適用し、施行日前の上尾市文化センターのホール等の

利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。  

１６  第１３条の規定による改正後の上尾市文化センター条例別表の規定は、

施行日以後の上尾市文化センターのホワイエの利用に係る使用料の額につ
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いて適用し、施行日前の上尾市文化センターのホワイエの利用に係る使用

料の額については、なお従前の例による。  

（上尾市斎場条例の一部改正に伴う経過措置）  

１７  第１４条の規定による改正後の上尾市斎場条例別表の規定は、施行日

以後の火葬炉及び待合室の利用並びに施行日の午前９時以後の葬儀式場の

利用に係る使用料の額について適用し、施行日前の火葬炉及び待合室の利

用並びに施行日の午前９時までの葬儀式場の利用に係る使用料の額につい

ては、なお従前の例による。  

（上尾市平方スポーツ広場条例の一部改正に伴う経過措置）  

１８  第１５条の規定による改正後の上尾市平方スポーツ広場条例別表の規

定は、施行日以後の上尾市平方スポーツ広場の施設の利用に係る使用料の

額について適用し、施行日前の上尾市平方スポーツ広場の施設の利用に係

る使用料の額については、なお従前の例による。  

（上尾市平方野球場条例の一部改正に伴う経過措置）  

１９  第１６条の規定による改正後の上尾市平方野球場条例別表の規定は、

施行日以後の上尾市平方野球場の施設の利用に係る使用料の額について適

用し、施行日前の上尾市平方野球場の施設の利用に係る使用料の額につい

ては、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

行政サービスの提供や公共施設等の維持管理に要する費用を算出し、受

益者負担割合も勘案した上で、手数料及び使用料の額を改めたいので、こ

の案を提出する。
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議案第１６号  

上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の

一部を改正する条例の制定について  

上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の

一部を改正する条例  

上尾市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成

２７年上尾市条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

  上尾市教育委員会教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに職務に専念

する義務の特例に関する条例  

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「の職務」を「（以下「教

育長」という。）の勤務時間、休日及び休暇並びに職務」に、「関し規定す

ることを目的」を「ついて定めるもの」に改める。  

第２条各号列記以外の部分中「上尾市教育委員会教育長」を「教育長」に、

「上尾市教育委員会の」を「教育委員会の」に改め、同条第３号中「上尾市

教育委員会」を「教育委員会」に改め、同条を第３条とし、第１条の次に次

の１条を加える。  

（勤務時間等）  

第２条  教育長の勤務時間、休日及び休暇については、上尾市職員の勤務時

間、休日及び休暇に関する条例（平成７年上尾市条例第１５号）の適用を

受ける職員の例による。  

２  前項の場合において、任命権者の権限は、上尾市教育委員会（次条にお

いて「教育委員会」という。）が行うものとする。  

附  則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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提案理由  

  教育委員会教育長の職務に専念する義務を免除する場合に関し条例の規

定を整備したいので、この案を提出する。  
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議案第１７号  

上尾市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市文化財保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市文化財保護条例の一部を改正する条例  

上尾市文化財保護条例（平成１８年上尾市条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。  

第２４条中「第１９０条」を「第１９０条第１項」に改める。  

第２５条第１項第２号中「市指定無形文化財」を「市指定無形文化財等」

に改める。  

第２７条第１項中「文化財に関し専門的学識を有する」を「法第１９０条

第１項に規定する」に改める。  

第２９条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。  

２  審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができな

い。  

附  則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

文化財保護法の一部改正に伴う規定の整理等をしたいので、この案を提

出する。  
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議案第１８号  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年上尾市条例第４２

号）の一部を次のように改正する。  

第４条第１項第１号中「維持していた遺族」の次に「（兄弟姉妹を除く。

以下この項において同じ。）」を加え、同項に次の１号を加える。  

(3 ) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない

場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡した者の死亡

当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）に対して、

災害弔慰金を支給するものとする。  

第１４条の見出しを「（保証人及び利率）」に改め、同条中「災害援護資

金は」の次に「、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場

合は」を加え、「３パーセント」を「１．５パーセント以内で規則で定める

率」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。  

災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることがで

きる。  

第１４条に次の１項を加える。  

３  第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を

負担するものとし、その保証債務は、令第９条の規定による違約金を包含

するものとする。  

第１５条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償還」に

改め、同条第２項ただし書中「貸付金」を「災害援護資金」に改め、同条第

３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  
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１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例第１４

条及び第１５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害に

より被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適

用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害

援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の

貸付利率を引き下げるとともに、保証人等に係る規定を整備したいので、

この案を提出する。  
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議案第１９号  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例  

上尾市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年上尾市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

第１０条第３項第５号中「卒業した者」の次に「（当該学科又は当該課程

を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）」

を加える。  

附  則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、放課後児童支援員に必要な資格基準を当該

厚生労働省令で定める基準と同様のものに改めたいので、この案を提出す

る。  
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議案第２０号  

上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  

上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成７年上尾市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。  

第３１条第６号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期

課程を含む。次号において同じ。）」を、「卒業した後」の次に「（同法に

基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同条第７

号中「卒業した後」の次に「（同法に基づく専門職大学の前期課程にあって

は、修了した後）」を加える。  

附  則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

環境省令の改正に伴い、一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者に必

要な資格基準を当該環境省令で定める基準と同様のものに改めたいので、

この案を提出する。  
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議案第２１号  

上尾市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

 上尾市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長     畠  山   稔  

上尾市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正す

る条例  

上尾市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例（昭和４６年上尾市

条例第３３号）の一部を次のように改正する。  

 第１条中「第４項から第７項まで」を「第５項から第８項まで」に改める。  

 第４条中「第８８条第１項」を「第８７条の４第１項の規定による緊急耐

震工事計画及び第８７条の５第１項」に改める。  

   附  則  

 この条例は、土地改良法の一部を改正する法律（平成３０年法律第４３

号）の施行の日（平成３１年４月１日）から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  土地改良法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提

出する。  
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議案第２２号  

上尾都市計画事業大谷北部第三土地区画整理事業施行規程を廃止する

条例の制定について  

上尾都市計画事業大谷北部第三土地区画整理事業施行規程を廃止する条例

を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

                                  上尾市長   畠  山   稔  

上尾都市計画事業大谷北部第三土地区画整理事業施行規程を廃止する

条例  

上尾都市計画事業大谷北部第三土地区画整理事業施行規程（昭和５６年上

尾市条例第２９号）は、廃止する。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２中第４１号を削り、第４０号の２を第４１号とし、第７８号

を削り、第７９号を第７８号とする。  

  別表第１中４１の項を削り、４０の２の項を４１の項とし、７８の項を

削り、７９の項を７８の項とする。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾都市計画事業大谷北部第三土地区画整理事業が完了したことに伴い、

当該事業の施行規程を廃止したいので、この案を提出する。  
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議案第２３号  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成２年上尾

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

別表第１に次のように加える。  

上平第二地区地区整備計

画区域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告

示された上平第二地区地区計画の区域のう

ち地区整備計画が定められた区域  

弁財地区地区整備計画区

域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告

示された弁財地区地区計画の区域のうち地

区整備計画が定められた区域  

別表第２の１の表Ａ地区（仲町愛宕地区地区計画の計画図に表示するＡ地

区をいう。）の項１の欄中「別表第２（ち）項」を「別表第２（り）項」に

改め、同表９の表Ａ地区（上平第三地区地区計画の計画図に表示するＡ地区

をいう。）の項１の欄中「別表第２（り）項」を「別表第２（ぬ）項」に改

め、同表１２の表Ｂ地区（上平塚地区地区計画の計画図に表示するＢ地区を

いう。）の項１の欄中「別表第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に改め、

同表に次のように加える。  
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２５ 上平第二地区地区整備計画区域 

計画地区  １ ２  ３  ４  ５ ６ 

建築物の用途の制限  建 築 物

の 容 積

率 の 最

高 限 度 

建築物の

建蔽率の

最高限度  

建築物の

敷地面積

の最低限

度  

壁面の位置の制限  建築物の最

高の高さ及

び各部分の

高さ 

Ａ地区（

上平第二

地区地区

計画の計

画図に表

示するＡ

地区をい

う。）  

(1) ホテル又は旅館  

(2) ボーリング場、ス

ケート場、水泳場、

スキー場、ゴルフ練

習場及びバッティン

グ練習場  

(3) マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他

これらに類する建築

物  

(4) カラオケボックス

その他これに類する

建築物  

(5) サービス業を営む

店舗（葬祭場及びペ

ット火葬場その他こ

れらに類するものに

限る。）  

  １２０㎡  

 

建築物の外壁等の面から

敷地境界線までの距離は、

５０ｃｍ以上でなければな

らない。ただし、次に掲げ

る も の は 、 こ の 限 り で な

い。 

(1) 住宅に附属する物置そ

の他これに類する建築物

で、軒の高さが２．３ｍ

以下で、かつ、床面積の

合計が５㎡以内のもの  

(2) 住宅に附属する車庫又

は駐輪場の用途に供する

建 築 物 で 、 軒 の 高 さ が

２．３ｍ以下で、かつ、

床面積の合計が３０㎡以

内のもの  

(3) 出窓で、床面からの高

さが３０ｃｍ以上で、か

つ、奥行４５ｃｍ以下の

 



 

 

- 38 -
 

 (6) 倉庫（遺体を保管

する施設その他これ

に 類 す る も の に 限

る。）  

(7) 工場（エンバーミ

ング施設（薬剤を使

用した遺体の保存、

修復等の作業を行う

ことを目的とした施

設をいう。）その他

これに類するものに

限る。）  

   もので、敷地境界線まで

の距離が５０ｃｍに満た

ない部分の長さの合計が

４ｍ以下のもの  

 

Ｂ地区（

上平第二

地区地区

計画の計

画図に表

示するＢ

地区をい

う。）  

   同上  同上 
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２６ 弁財地区地区整備計画区域 

計画地区  １ ２  ３  ４  ５ ６ 

建築物の用途の制限  建 築 物

の 容 積

率 の 最

高 限 度 

建築物の

建蔽率の

最高限度  

建築物の

敷地面積

の最低限

度  

壁面の位置の制限  建築物の最

高の高さ及

び各部分の

高さ 

Ａ地区（

弁財地区

地区計画

の計画図

に表示す

るＡ地区

をい

う。）  

(1) ホテル又は旅館  

(2) マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他

これらに類する建築

物  

(3) カラオケボックス

その他これに類する

建築物  

(4) サービス業を営む

店舗（葬祭場及びペ

ット火葬場その他こ

れらに類するものに

限る。）  

(5) 倉庫（遺体を保管

する施設その他これ

に 類 す る も の に 限

る。）  

(6) 工場（エンバーミ

  １２０㎡  建築物の外壁等の面から

敷地境界線までの距離は、

５０ｃｍ以上でなければな

らない。ただし、次に掲げ

る も の は 、 こ の 限 り で な

い。 

(1) 住宅に附属する物置そ

の他これに類する建築物

で、軒の高さが２．３ｍ

以下で、かつ、床面積の

合計が５㎡以内のもの  

(2) 住宅に附属する車庫又

は駐輪場の用途に供する

建 築 物 で 、 軒 の 高 さ が

２．３ｍ以下で、かつ、

床面積の合計が３０㎡以

内のもの  

(3) 出窓で、床面からの高

さが３０ｃｍ以上で、か

つ、奥行４５ｃｍ以下の

建 築 物 の

最 高 の 高 さ

は 、 １ ９ ｍ

以 下 と す

る。 
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ング施設（薬剤を使

用した遺体の保存、

修復等の作業を行う

ことを目的とした施

設をいう。）その他

これに類するものに

限る。）  

もので、敷地境界線まで

の距離が５０ｃｍに満た

ない部分の長さの合計が

４ｍ以下のもの  

 

Ｂ地区（

弁財地区

地区計画

の計画図

に表示す

るＢ地区

をい

う。）  

    同上 

 

 

 

 

 

Ｃ地区（

弁財地区

地区計画

の計画図

に表示す

るＣ地区

をい

う。）  

   １００㎡  同上  
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附  則  

この条例は、仲町愛宕地区地区計画、上平第三地区地区計画及び上平塚地

区地区計画を変更し、並びに上平第二地区地区計画及び弁財地区地区計画を

定めるため上尾都市計画地区計画を変更する都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

る告示があった日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾都市計画地区計画を変更することに伴い、建築物の用途等について

制限することのできる地区計画の区域を追加したいので、この案を提出す

る。  
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議案第２４号  

上尾市水道事業給水条例及び上尾市下水道条例の一部を改正する条例

の制定について  

上尾市水道事業給水条例及び上尾市下水道条例の一部を改正する条例を次

のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

                                  上尾市長   畠  山   稔  

上尾市水道事業給水条例及び上尾市下水道条例の一部を改正する条例  

 （上尾市水道事業給水条例の一部改正）  

第１条  上尾市水道事業給水条例（昭和３８年上尾市条例第１８号）の一部

を次のように改正する。  

第５条の２第１項及び第２項、第８条第１項並びに第２６条中「１００

分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。  

 （上尾市下水道条例の一部改正）  

第２条  上尾市下水道条例（昭和５０年上尾市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。  

第２０条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改め

る。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。  

 （上尾市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市水道事業給水条例第５条の２第１項

及び第２項並びに第８条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に申し込まれる給水装置の新設、改造又は撤去に係

る工事費及び給水装置の新設又は改造に係る分担金について適用し、施行

日前に申し込まれた給水装置の新設、改造又は撤去に係る工事費及び給水

装置の新設又は改造に係る分担金については、なお従前の例による。  

３  施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行

日から平成３１年１０月３１日までの間に料金の額が確定するもの（施行

日以後初めて料金の額が確定する日が同月３１日後であるもの（次項にお
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いて「特定料金」という。）にあっては、当該確定したもののうち、同項

で定める部分）に係る第１条の規定による改正後の上尾市水道事業給水条

例第２６条に規定する料金に乗じる率については、なお従前の例による。  

４  前項に規定する特定料金のうち、なお従前の例によることとされる率を

適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定

する料金の額を前回確定日（その直前の料金の額が確定した日をいう。以

下この項において同じ。）から施行日以後初めて料金の額が確定する日ま

での期間の月数で除し、これに前回確定日から平成３１年１０月３１日ま

での期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。  

５  前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、

これを１月とする。  

（上尾市下水道条例の一部改正に伴う経過措置）  

６  施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であっ

て、施行日から平成３１年１０月３１日までの間に使用料の額が確定する

もの（施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月３１日後であるも

の（次項において「特定使用料」という。）にあっては、当該確定したも

ののうち、次項で定める部分）に係る第２条の規定による改正後の上尾市

下水道条例第２０条第２項に規定する使用料に乗じる率については、なお

従前の例による。  

７  前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例によることとされる率

を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて

確定する使用料の額を前回確定日（その直前の使用料の額が確定した日を

いう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて使用料の額が確

定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成３１年１０

月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。  

８  前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、

これを１月とする。  
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提案理由  

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、水道料金、下水道使用料等

に新たな消費税相当分を転嫁したいので、この案を提出する。  
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議案第２５号  

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３１年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例（平成２５年上尾市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。  

第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程

（以下この号及び次条において「専門職大学前期課程」という。）を含

む。）」を、「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修

了した後）」を加え、同条第８号中「又は水道環境」を削る。  

第４条第２号中「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、

修了した後）」を、「同項第３号に規定する学校を卒業した者」の次に

「（専門職大学前期課程にあっては、修了した者）」を加え、同条第４号中

「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）」

を、「同項第３号に規定する学校の卒業者」の次に「（専門職大学前期課程

にあっては、修了した者）」を加える。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４

条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格し

た者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例によ

る改正後の上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに
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水道技術管理者の資格基準に関する条例第３条第８号の適用については、

同法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るもの

に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択した

ものとみなす。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令等の改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者に必

要な資格基準を当該厚生労働省令等で定める基準と同様のものに改めたい

ので、この案を提出する。  
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議案第２６号  

損害賠償の額を定め、和解することについて  

下記のとおり工事請負契約を解除したことにより相手方に及ぼした損害の

賠償額を定め、和解することについて、議決を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔   

  記  

１  相  手  方  所在地  上尾市上平中央二丁目３６番地２  

        名  称  株式会社大川工業所  

２  和解の要旨   上記相手方と平成２９年８月７日に締結した（仮）新図

書館複合施設建設工事（給排水衛生設備工事）に関する

工事請負契約を解除したことに関し、その損害賠償金と

して、相手方に対し１９７万５，４８６円を支払う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

（仮）新図書館複合施設建設工事（給排水衛生設備工事）に関する工事

請負契約を解除したことにより相手方に及ぼした損害の賠償額を定め、和

解したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に

より、この案を提出する。  
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議案第２７号  

   専決処分の承認を求めることについて  

 工事請負契約の変更契約の締結について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項本文の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で、その承認を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

準用河川浅間川護岸工事における工法を変更したことに伴い、緊急に当

該工事に関する工事請負契約の一部を変更する契約を締結する必要が生じ、

平成３１年１月８日専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規

定により、この案を提出する。  
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専  決  処  分  書  

 準用河川浅間川護岸工事に関する工事請負契約（平成３０年９月１９日議

決第７６号）を下記のとおり変更する契約を締結することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、専決

処分する。  

平成３１年１月８日  

上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  変 更 前 の 契 約 金 額  ２１６，５４０，０００円  

２  変 更 後 の 契 約 金 額  ２３９，０７７，４４０円  

３  今回変更による増額    ２２，５３７，４４０円  
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議案第２８号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  戸崎公園  

２  指定管理者となる団体  

  上尾ウェルネススポーツパークＪＶ  

  代表団体  東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号  

       シンコースポーツ株式会社  

       代表取締役  石  崎  克  己  

  構成団体  東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番９号  

株式会社協栄  

代表取締役  山  田  賢  治  

３  指定の期間  

  平成３１年６月１日から平成３４年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

戸崎公園の管理に関し指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  
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議案第２９号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔       

 記  

路線認定調書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  都市計画道路西宮下中妻線の整備に伴い、上記路線認定調書記載の路線

を市道路線として認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、こ

の案を提出する。  

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

２１７６９号線  
上尾市谷津一丁目４４

番地先  

上尾市富士見一丁目２

８６番地先  
 



 

- 52 - 

議案第３０号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔       

 記  

路線認定調書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線として認定した

いので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。  

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

２１７７０号線  
上尾市井戸木四丁目１

１番地先  

上尾市井戸木四丁目１

１番地先  
 

４０５４５号線  
上尾市大字大谷本郷字

北久保５５３番地先  

上尾市大字大谷本郷字

北久保５８０番地先  
 

５１１３７号線  
上尾市大字原市字拾九

番耕地３８３０番地先  

上尾市大字原市字拾九

番耕地３８３４番地先  
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議案第３１号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   今  川  修  一  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、今川

修一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３２号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   新  木  英  男  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、新木

英男氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３３号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   内  田  栄  作  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、内田

栄作氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３４号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   藤  波   貢  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、藤波

貢氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３５号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   秋  池  堅  司  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、秋池

堅司氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  



 

- 58 - 

議案第３６号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   平  野  修  一  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、平野

修一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３７号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   飯  野  幹  夫  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、飯野

幹夫氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３８号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   黒  須   昭  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、黒須

昭氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第３９号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   鈴  木  圭  一  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、鈴木

圭一氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第４０号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   萩  原   子  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、萩原

子氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  
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議案第４１号  

   農業委員会委員の任命について  

 上尾市農業委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  平成３１年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   林   貞  雄  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  農業委員会委員の任期は、平成３１年４月２日で満了となるため、林貞

雄氏を任命することについて同意を得たいので、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定により、この案を提出する。  


